
令和７年度（2025年度）　市道除雪事業について

建設水道部　道路河川課

１ 除雪体制

飯山市除雪対策本部を飯山市克雪センターに設置し、除雪事業の執行にあたります。

： １２月１日から翌年３月３１日まで

２ 除雪を行う積雪量

　道路上の積雪が１０㎝を超えた場合を出動基準としています。

３ 除雪計画

① 除雪路線

除雪路線総数 １,０３０路線 除雪総延長 ３４４．２３km

② 除雪業務委託の内訳 １２ブロック ９０工区

③ 除雪機械の内訳

４ 雪捨場の指定

　千曲川河川敷（中央橋上流）に雪捨場を確保します。

搬入時間　：　午前　８時　３０分　から　午後　４時　３０分まで

※長野県と協議し、大雪時には今井川遊水地にて雪捨て場を確保します。

〇　R７除雪事業の主な変更点

除雪体制の見直し

・城北小学校周辺道路改良工事に応じた除雪路線の見直し。（歩道除雪の延長）

・除雪路線の状況に即した除雪工区の見直し。

・春先除雪の状況に即した除雪路線の見直し。

ロータリー 　８０～３００ｐｓ級（ﾊﾝﾄﾞﾛｰﾀﾘ含） 計　３４台

合 計

タイヤドーザ 　３～１３ｔ級 計　５７台
合計　９１台

車 種 規　　　格 計

設 置 期 間


